
平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日
受
領

答

弁

第

九

八

号

内
閣
衆
質
一
八
五
第
九
八
号

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
特
定
秘
密
保
護
法
案
及
び
防
衛
省
の
秘
密
解
除
後
の
文
書
公
開
と
破
棄
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
特
定
秘
密
保
護
法
案
及
び
防
衛
省
の
秘
密
解
除
後
の
文
書
公
開
と
破
棄
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
秘
密
区
分
の
指
定
が
な
さ
れ
、
そ
の
指
定
が
解
除
さ
れ
な
い
前
に
、
廃
棄
さ
れ
た
文
書
」
（
以
下
「
廃
棄
文

書
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日
内
閣
衆
質
一
八
五
第
七
四
号
）
一
か

ら
四
ま
で
、
七
及
び
八
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
防
衛
省
が
い
わ
ゆ
る
省
秘
と
呼
称
し
て

い
る
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
秘
密
の
う
ち
、
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓

令
（
昭
和
三
十
三
年
防
衛
庁
訓
令
第
百
二
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
機
密
、
極
秘
若
し
く
は
秘
又
は
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓

令
（
平
成
十
九
年
防
衛
省
訓
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
秘
密
保
全
訓
令
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
秘

（
以
下
「
秘
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
さ
れ
た
物
件
及
び
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
防
衛
秘
密
（
以
下
「
特
別
防
衛
秘
密
」
と
い
う
。
）
に
属
す

る
物
件
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の
「
保
存
期
間
」
の
定
め
が
な
く
、
ま
た
、
そ
の
他
の
廃
棄
文
書
等
に
つ
い
て
は
、
「
保
存

期
間
」
の
定
め
が
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
「
定
め
ら
れ
た
保
存
期
間
前
に
廃
棄
さ
れ
た
」
文
書
、
図
画
又
は
物
件
（
以
下
「
文

一



書
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
区
分
に
よ
っ
て
件
数
（
原
本
の
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
点
数
（
原

本
及
び
そ
の
複
製
物
の
合
計
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
該
当
す
る
文
書
等
の
そ
れ
ぞ
れ
を

特
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

廃
棄
文
書
等
の
中
で
、
秘
と
し
て
指
定
さ
れ
た
文
書
等
及
び
特
別
防
衛
秘
密
に
属
す
る
文
書
等
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の

「
廃
棄
の
時
期
」
の
定
め
が
な
く
、
ま
た
、
自
衛
隊
法
第
九
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
衛
秘
密
（
以
下
「
防
衛
秘

密
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
さ
れ
た
事
項
を
記
録
し
、
又
は
化
体
す
る
文
書
等
に
つ
い
て
は
、
「
廃
棄
の
時
期
」
の
定
め

が
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
「
廃
棄
の
時
期
が
到
来
す
る
前
に
廃
棄
さ
れ
た
」
文
書
等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
区
分
に
よ
っ
て

件
数
及
び
点
数
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
該
当
す
る
文
書
等
の
そ
れ
ぞ
れ
を
特
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、
お
尋

ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

廃
棄
文
書
等
の
中
で
、
秘
と
し
て
指
定
さ
れ
た
文
書
及
び
図
画
、
防
衛
秘
密
と
し
て
指
定
さ
れ
た
事
項
を
記
録
し
、
又
は

化
体
す
る
文
書
等
並
び
に
特
別
防
衛
秘
密
に
属
す
る
文
書
等
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の
「
廃
棄
の
条
件
」
の
定
め
が
な
く
、

二



ま
た
、
秘
と
し
て
指
定
さ
れ
た
物
件
に
つ
い
て
は
、
「
廃
棄
の
条
件
」
の
定
め
が
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
「
所
定
の
廃
棄
の
条

件
に
該
当
し
て
い
な
い
の
に
廃
棄
さ
れ
た
」
物
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
区
分
に
よ
っ
て
件
数
及
び
点
数
を
把
握
し
て
い

な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
所
定
の
廃
棄
の
条
件
」
の
例
と
し
て
は
、
「
平
成
四
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
破
棄
」
と

す
る
も
の
が
あ
る
。

四
に
つ
い
て

秘
密
保
全
訓
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
秘
と
し
て
指
定
さ
れ
た
物
件
の
み
に
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
お

尋
ね
の
「
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
四
七
条
�
項
（
�
）
に
あ
る
「
物
件
を
秘
に
指
定
し
た
者
若
し
く
は
秘
に
指
定
さ
れ
た

物
件
を
送
達
し
た
者
又
は
そ
れ
ら
の
職
務
上
の
上
級
者
か
ら
、
当
該
物
件
を
破
棄
す
る
よ
う
通
報
が
あ
っ
た
場
合
」
に
該
当

す
る
た
め
廃
棄
さ
れ
た
」
物
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
区
分
に
よ
っ
て
、
そ
の
件
数
及
び
点
数
を
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、

お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

秘
密
保
全
訓
令
第
四
十
七
条
第
四
項
の
規
定
は
、
秘
と
し
て
指
定
さ
れ
た
文
書
等
の
み
に
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね

三



の
「
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
四
七
条
�
項
に
あ
る
「
秘
密
の
保
全
上
真
に
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
相
当
の
理
由
が
あ
り
、

か
つ
、
他
に
秘
密
を
保
全
す
る
手
段
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
を
破
棄
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
に
該
当
す
る
た
め
廃
棄
さ
れ
た
」
文
書
等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
区
分
に
よ
っ
て
、
そ
の
件
数
及
び
点
数

を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
該
当
す
る
文
書
等
の
そ
れ
ぞ
れ
を
特
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
十
九
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
日
ま
で
の
間
に
、
秘
密
保
全
訓
令
第
四
十
七
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
破
棄
に
際
し
て
必
要
と
さ
れ
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
防
衛
大
臣
の
承
認
又
は
防
衛
大
臣
へ
の
報
告
が
行
わ
れ

た
例
は
な
い
。

六
に
つ
い
て

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
公
文
書
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
行
政
機
関
の
長
は
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
、
公
文
書
管
理
法
第
五
条
第
五
項
に
規

定
す
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
（
以
下
「
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
」
と
い
う
。
）
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
て
お
り
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日
に
衆
議
院
で
修
正
の
上
可
決
さ
れ
た
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
第

四



三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
秘
密
（
以
下
「
特
定
秘
密
」
と
い
う
。
）
を
含
む
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
が
、
お
尋
ね
の

「
保
存
期
間
前
に
廃
棄
さ
れ
る
」
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
同
法
律
案
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
秘
密
の
保
護
に
関

し
必
要
な
措
置
を
定
め
る
政
令
等
に
お
い
て
、
秘
密
の
保
全
上
真
に
や
む
を
得
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
保
存
期
間
前
の
廃

棄
を
定
め
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
特
定
秘
密
が
解
除
さ
れ
る
前
に
、
廃
棄
さ
れ
る
」
場
合
の
例
と
し
て
は
、
特
定
秘
密
を
含
む
行
政
文
書
フ
ァ

イ
ル
等
の
保
存
期
間
が
満
了
し
た
場
合
が
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
公
文
書
管
理
法
の
規
定
に
従
い
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

八
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
三
十
年
以
上
前
に
お
け
る
秘
密
の
指
定
の
状
況
等
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
防
衛
省
に
お
け
る
秘
密
指
定
お
よ
び
秘
密
指
定
解
除
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
、
関
係
法
令
に
基
づ
き
適
正

五



に
行
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

六


